
広
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号 

 
獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
令
和
四
年
度
か
ら
令

和
十
二
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す
る
広
島
県
に
お
け
る
獣
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
の

計
画
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 


